
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　原判決主文第一項を次のとおり更正する。

　　　　　「一　原判決中控訴人の所有権一部移転登記手続請求を棄却した部分を

取り消す。

　　　　　被控訴人は、控訴人に対し、別紙物件目録(一)ないし(三)及び(五)ない

し(八)記載の各不動産について、昭和六二年一一月二七日遺留分減殺を原因とし、

控訴人の持分を二四分の一とする所有権一部移転登記手続をせよ。」

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告人の上告理由第一の一、二について

　一　原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。

　１　Ｄ（以下「Ｄ」という。）は、原判決添付別紙物件目録記載の各不動産（以

下「本件不動産」という。）を所有していた。

　２　Ｄは、昭和五九年六月四日付け公正証書により、本件不動産を含む財産全部

を上告人に包括して遺贈する旨遺言した。

　３　Ｄは、昭和六二年七月六日死亡し、相続が開始した。

　４　Ｄの相続人は、同人の妻であるＥ及び上告人、被上告人を含む六人の子であ

る。

　５　上告人は、同年一〇月一五日、本件不動産につき前記遺贈を登記原因として

所有権移転登記手続をし、その旨の登記がされた。

　６　被上告人は、Ｄの相続財産について二四分の一の遺留分を有している。

　７　被上告人は、上告人に対し、同年一一月二七日到達の書面で遺留分減殺請求

権を行使する旨の意思表示をした。
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　８　上告人は、同年一一月三〇日、本件不動産のうち原判決添付別紙物件目録(

四)記載の土地（以下「(四)土地」という。）をＦ外二名に代金二億一九〇〇万〇

〇七四円で売却し、同日、その旨の所有権移転登記がされた。

　二　被上告人の本件請求は、前記遺留分減殺請求により被上告人が本件不動産に

つき遺留分割合に相当する二四分の一の共有持分権を有するに至ったとして、(四)

土地を除く本件不動産について遺留分減殺を原因とする所有権一部移転登記手続を

求めるとともに、上告人による(四)土地の売買は右共有持分権を侵害するもので不

法行為を構成するなどとして、前記売買代金の二四分の一に当たる九一二万五〇〇

三円の支払等を求めるものである。原審は、前記の事実関係の下において、上告人

は前記包括遺贈によりＤの死亡の時点で同人が相続開始当時所有していた本件不動

産を含む全遺産を取得したものであるが、遺留分権利者である被上告人が遺留分減

殺請求権を行使したことにより遺言による指定（全部）が修正され、右修正された

相続分の割合により、本件不動産を含む全遺産につき、上告人と被上告人との遺産

分割前の遺産共有の関係が成立したところ、このように遺産分割前の遺産共有の状

態にある場合でも、相続人は、遺産を構成する個々の不動産につき相続人全員の各

相続分に従った共同相続登記を受けることができ、相続人の一人が右遺産共有の状

態に反して単独の相続による所有権移転登記を受けているときは、遺産共有権に基

づきその是正を求めることができるのであるから、本件のようにいったん包括遺贈

により遺産全部が受遺者である相続人の一人に移転し、その後遺留分減殺請求権の

行使により相続人間の遺産共有の関係になったような場合においても、その遺産を

構成する個々の不動産につき受遺者である相続人が遺贈による単独の所有権移転登

記を受けているときは、これを各相続人の相続分に応じた共同相続の状態にあるこ

とを示す登記に是正することが許されるべきであるとし、また、上告人は、故意に

(四)土地を売却してその登記を経ることにより被上告人の同土地に対する持分権を
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喪失させたのであるから、前記売買代金の二四分の一に当たる額の損害を賠償すべ

きであるとして、被上告人の本件請求を全部認容した。

　三　遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合、遺贈は遺留分を侵

害する限度において失効し、受遺者が取得した権利は遺留分を侵害する限度で当然

に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するところ（最高裁昭和五〇年（オ）第九二

〇号同五一年八月三〇日第二小法廷判決・民集三〇巻七号七六八頁）、遺言者の財

産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺

留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有し

ないと解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。

　　特定遺贈が効力を生ずると、特定遺贈の目的とされた特定の財産は何らの行為

を要せずして直ちに受遺者に帰属し、遺産分割の対象となることはなく、また、民

法は、遺留分減殺請求を減殺請求をした者の遺留分を保全するに必要な限度で認め

（一〇三一条）、遺留分減殺請求権を行使するか否か、これを放棄するか否かを遺

留分権利者の意思にゆだね（一〇三一条、一〇四三条参照）、減殺の結果生ずる法

律関係を、相続財産との関係としてではなく、請求者と受贈者、受遺者等との個別

的な関係として規定する（一〇三六条、一〇三七条、一〇三九条、一〇四〇条、一

〇四一条参照）など、遺留分減殺請求権行使の効果が減殺請求をした遺留分権利者

と受贈者、受遺者等との関係で個別的に生ずるものとしていることがうかがえるか

ら、特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に

帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解され

る。そして、遺言者の財産全部についての包括遺贈は、遺贈の対象となる財産を個

々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので、その限りで

特定遺贈とその性質を異にするものではないからである。

　　以上によれば、原審の適法に確定した前記の事実関係の下において、被上告人
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が本件不動産に有する二四分の一の共有持分権は、遺産分割の対象となる相続財産

としての性質を有しないものであって、被上告人は、上告人に対し、右共有持分権

に基づき所有権一部移転登記手続を求めることができ、また、上告人の不法行為に

よりその持分権を侵害されたのであるから、その持分の価額相当の損害賠償を求め

ることができる。原審の判断は結論において正当であり、論旨は採用することがで

きない。

　その余の上告理由について

　所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所

論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採

用することができない。

　なお、原判決主文第一項は、「一　原判決中控訴人の所有権一部移転登記手続請

求を棄却した部分を取り消す。被控訴人は、控訴人に対し、別紙物件目録(一)ない

し(三)及び(五)ないし(八)記載の各不動産について、昭和六二年一一月二七日遺留

分減殺を原因とし、控訴人の持分を二四分の一とする所有権一部移転登記手続をせ

よ。」とすべきものであったことが明らかであるから、民訴法一九四条により主文

第二項のとおり更正する。

　よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　根　　　岸　　　重　　　治

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　大　　　西　　　勝　　　也

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　河　　　合　　　伸　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　福　　　田　　　　　　　博
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